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軽減税率対策補助金について

・本補助金は、導入するレジの種類や複数税率への対応方法（導入/ 改修）により、申請タイプが
異なります。

・本マニュアルは、レジメーカーの指定及び補助対象製品の型番登録申請について、
説明するものです。

・自社で該当する製品を扱っているか、ご確認の上、マニュアルをご利用下さい。

申請タイプ 補助対象の概要

A型 複数税率対応レジの導入等支援

A-1 レジ・導入型
複数税率対応の機能を有するPOS機能のないレジを対象機器

とし、その導入費用を補助対象とします

A-2 レジ・改修型
複数税率非対応のレジを、対応レジに改修する場合の費用を

補助対象とします

A-3 モバイルPOSレジ
システム

複数税率に対応した継続的なレジ機能サービスをタブレット、
PC、スマートフォンを用いて利用し、レシートプリンタを
含む付属機器を組み合わせてレジとして新たに導入するものを
補助対象とします

A-4 POSレジシステム
ＰＯＳレジシステムを複数税率に対応するように改修または

導入する場合の費用を補助対象とします

B型 受発注システムの改修等支援
電子的な受発注システムを改修・入替する場合の費用を補助
対象とする

軽減税率対策補助金とは

本事業は、消費税軽減税率制度の実施に伴い対応が必要となる中小企業・小規模事
業者等に対して、「消費税軽減税率対策費補助金交付規程」に基づき、複数税率対
応レジの導入や改修、受発注システムの改修等に要する経費の一部を補助すること
により、導入等の準備が円滑に進むよう支援する制度です。
レジを使用して日頃から軽減税率対象商品を販売しており、将来にわたり継続的に
販売を行うために複数税率対応レジを導入又は改修する事業者を支援します。
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以下の要件を満たす中小企業支援法に規定する中小企業者等、その他中小企業庁長官が認める者

・レジを使用して日頃から軽減税率対象商品を販売しており、将来にわたり継続的に販売を行うために
複数税率対応レジを導入又は改修する事業者

※みなし大企業は支援対象外

「みなし大企業」とは以下のいずれかに該当する者をいいます。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の1/2 以上を同一の大企業が所有している中小企業者。
・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2/3 以上を大企業が所有している中小企業者。
・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の1/2 以上を占めている中小企業者。

■補助対象事業者

（1）ⅰ）及びⅱ）の機能を有するレジ（以下「複数税率対応レジ」という）の導入に係る費用
※POS機能を有さない単体レジ（ECR）に限る。

ⅰ）売上げの区分経理に資する機能
ⅱ）区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等の発行機能

※複数税率非対応の製品でも改修することにより複数税率に対応することが可能な機種については、その導入
及び改修に要する経費も補助対象となります。

※ファイナンスリースによりレジを導入した場合も補助対象となります。
※事務局に登録された製品以外のレジは、補助対象外となります。
※中古（＊1）の機器等を導入する場合は、改修要として事務局に登録済みの機器を、改修完了後に、

事務局に登録された中古販売事業者（以下「登録中古販売事業者」という。）から導入した場合に限ります。
なお、本体機器と一体で購入した中古の付属機器も対象となります。

＊1  一度使用された物品、若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたもの

（2）（1）と一体的に導入する以下の付属機器の導入費用

ṇ ṇ ṇ ṇḭ ḭ ṇ ṕ Ṗ、電子マネーリーダー、
カスタマーディスプレイ、レシートプリンタ

（注）クレジットカード決済端末については、偽造カードの不正使用を防止する観点から、IC対応のもの（ ）を
強く推奨します。

IC対応端末では、クレジットカードで支払いが行われる際、ICチップに格納されたカード情報が暗号化して
処理されるため、磁気対応端末よりも高度なセキュリティが確保され、偽造カードの不正使用が防止できます。

※レジ1台につき、1種1台が補助対象となります。
※レジ本体に付属する機能（製品型番登録時に登録）について、その付属機器の申請はできません。

（例えば、キャッシュドロア一体型のレジについては、別途付属機器としてキャッシュドロアの申請は
できません。）

（3）商品マスタ設定に係る費用及び機器設置に要する経費（運搬費等）
※既存レジの処分費用は対象外

■補助対象機器等

1.対象要件について

・レジ1台のみと付属機器の合計が3万円未満の場合 ・・・・・・・・・・・・（補助率） ４/ ５
・レジを2台以上、レジ1台のみと付属機器の合計が3万円以上の場合 ・・・・（補助率） ３/ ４
・商品マスタ設定に係る費用

及び機器設置に要する経費（運搬費等） ・・・・・・・・・・・・・・・・（補助率） ３/ ４

補助上限 : (1) ～ (2) の費用については、1台あたり20万円を上限
商品マスタの設定及び機器設置に要する経費（運搬費等）20万円を上限に加算

※1事業者あたりの補助金の上限額：200万円

■補助率

※詳細な補助対象要件については、公募要領または申請の手引きをご覧ください。
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1.対象要件について

複数税率対応レジとは、以下のⅰ）及びⅱ）の機能を満たすものをいいます。

ⅰ）売上げの区分経理に資する機能

税率ごとに日次ベース等で以下の事項を計算し、表記する機能を有すること

■消費税 8％の売上額の合計
■消費税10％の売上額の合計

ⅱ）区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等の発行機能

以下の事項を記載した請求書等を発行できる機能を有すること

■請求書発行者の氏名又は名称
■取引年月日
■取引の内容
■対価の額
■請求書受領者の氏名又は名称（不特定多数を対象とする場合には省略可）
■軽減税率の対象製品である旨の表記
■税率ごとに合計した対価の額

※上記赤文字の項目が区分記載請求書等保存方式における追加事項となります。

■複数税率対応レジの要件

請求書

○○年○月○日
経済商店

11月分 43,600円（税込）

牛肉2kg ※ 10,800円

割りばし4箱 11,000円
：

合計
43,600円

（10％対象 22,000円）
（ 8％対象 21,600円）

※印は軽減税率（8％）適用商品

※中小企業者の二重での負担を軽減するため、2023 年10月から適用される
「適格請求書等保存方式」に対応した複数税率対応レジについても、補助金の交付対象となります。
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登録された対象製品を各社のカタログ・ホームページ・チラシ・広告等で対象製品として広報することは任意とします。

ただし、登録されたことをもって、以下にあげるように誤解をあたえる表現を用いることは認められません。

NG ) “中小企業庁 認定製品” OK ) Ǭ Ǻ
“中小企業庁 推奨製品”

補助対象外の製品が補助対象製品であるかのような誤解を中小企業者に与えないように配慮する必要があります。

) 補助対象となる対象製品型番において販売の時期が異なることなどにより補助対象外の
製品が同一型番として含まれる場合、補助対象外となる製品が申請されない様、
販売の際に明示する必要があります。

補助対象製品として登録申請した指定メーカーは、自社製品を扱う流通事業者や販売店等に対し、登録された型番・製品名などを
認識でき、申請書などに必要な対象製品型番やシリアル番号を書けるように周知するとともに、必要な情報を提供する必要が
あります。

※事務局に登録されていない対象製品型番での補助金申請に対しては、補助金の交付は行われません。

2. 登録するメーカーの役割及び求められる対応、注意事項

■登録するメーカーの役割

■補助対象製品の広報に関するご注意

■自社の対象製品型番等の周知

登録を希望されるメーカーについては、以下の点について、留意の上、メーカー及び対象製品型番登録申請を
行っていただきます。

・中小企業者の補助金申請に係る事務負担軽減に努めること
・軽減税率制度に必要な対応を促すこと
・お客様のサポート体制を構築すること
・対象製品証明書の発行を行うこと

対象製品を登録し、出荷するメーカーには、以下の対応が求められます。

①所定様式の「対象製品証明書」の発行
・複数税率対応レジとして自社が出荷する製品に対して、発行をお願いいたします。
・既に出荷されている対象製品について、販売店・申請者等から対象製品証明書の発行要請を受けた場合には、

対象製品である旨の確認を行った上で、「対象製品証明書」の発行をお願いいたします。
・対象製品が本事業の目的以外で使用されている、又はそのおそれがある場合、「対象製品証明書」を発行しないようお願いいたします。

②所定様式の「対象製品証明書」の管理
・複数税率対応レジ以外の製品には「対象製品証明書」の発行はしないこと。
・同一の製品に対象製品型番・シリアル番号が異なる複数の「対象製品証明書」の発行はしないこと。
・対象製品型番は、個々の製品を識別するために付与する番号であり、重複することのないユニークな番号とすること。

※ユニークな番号であれば製造番号でなく、通し番号でも問題ありません。
・申請者より「対象製品証明書」の再発行依頼があった場合は、ご対応をお願いいたします。

※再発行するときは、発行先の情報を管理すると同時に、架空申請や同一機器の２重申請などの不正な申請が
生じないよう対応すること。

③自社が出荷する対象製品により、自ら補助金の交付申請を行わないこと
・本事業の対象となるメーカーは、自社の対象製品で自ら補助金の交付申請を行うことはできません。

④各社におけるカタログ・ホームページ・チラシ等での広報
・本事業の対象製品として登録された製品について、各社のホームページ・チラシ・広告等での対象製品の広報は任意とします。

ただし、登録されたことをもって、以下の「NG例」にあげるような誤解をあたえる表現を用いることは認められません。
「OK例」 “軽減税率対策補助金 対象製品”
「NG例」 “中小企業庁 認定製品” “中小企業庁 推奨製品”

⑤代理申請協力店、販売店（販売代理店等を含む）に対する周知及び説明
・２０１８年３月１日以降、代理申請は事務局に登録された代理申請協力店に限ります。よって、代理申請協力店以外の者の

代理申請ができないことを周知してください。
・代理申請者は、申請書類の作成、提出から補助金の交付が決定するまでの間、申請者と同等の義務及び責任を負うことを

説明してください。
・代理申請者は、補助金の交付が決定した後は、事務局が行う調査に協力するなど補助金の適正な運営に協力していただくことを

説明してください。
・代理申請者が、交付要件を満たすために、新たに軽減税率対象商品を販売する事業を行うよう持ちかけるなどの行為は

行わないよう周知してください。

■対象製品を登録するメーカーに求められる対応
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3.事業スキーム

代理申請協力店
（販売店等）

軽減税率対策補助金事務局

審査ライン処理

①対象製品型番登録申請（書類を郵送及びメールにて送付）

⑤受付 / 審査 / 承認 / 交付決定

③対象製品証明書発行

④代理申請

④直接申請

リース

⑥補助金振込

【

販
売
店
等
経
由
の
場
合

】

【

直
販
の
場
合

】

証
明
書

・出荷時に対象製品証明書を同梱
・市中在庫に関しては、販売店からの要請を受け

指定メーカーで対象製品証明書を発行し送付

指定リース
事業者

④共同申請

中
小
企
業
者
（
申
請
者
）

代理申請依頼

②登録通知

※指定メーカーの登録フローはP.9にて説明

メーカー

証
明
書

※

リ
ー
ス
の
場
合
の
み

■事業スキーム

申
請
受
付(

私
書
箱)

申
請
書
類
確
認

証
憑
書
類
照
合

承
認

＊２０１８年３月１日以降、代理申請は事務局に登録された代理申請協力店に限ります。
よって、代理申請協力店以外の者の代理申請が出来ないことを周知してください。

＊

補
助
金
交
付

＊



Ⅱ章 登録方法
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書類名
様式
番号

入手
方法

摘要 備考

1 指定メーカー登録申請書
様式
A1

ダウンロード
（Excel）

初回のみ提出

2 会社案内 ― 自社作成 初回のみ提出 パンフレット等

3 （法人の場合）法人の登記事項証明書の写し ― ― 初回のみ提出 （個人事業主の場合）開業届の写し

4 対象製品型番登録リスト
様式
A2

ダウンロード
（Excel）

初回及び追加登録時に提出

5 対象製品カタログ又はWEBカタログの出力 ― 自社作成 初回及び追加登録時に提出 当該製品のカタログ等

6 実機から出力されたレシートサンプル（型番ごと） ― 自社作成 初回及び追加登録時に提出 複数税率対応していることがわかるもの

7 精算レポートサンプル（型番ごと） ― 自社作成 初回及び追加登録時に提出
税率ごとに日次ベース等で売上高の合計が計
算された出力見本

8
対象製品証明書各社フォーマット
（レジ・導入型）

― 自社作成 初回のみ提出
事務局が例示した対象製品証明書を参考に作
成してください

指
定
メ
ー
カ
ー
に
係
る
書
類

製
品
登
録
に
係
る
書
類

1. 指定メーカー・対象製品型番登録

■指定メーカー・対象製品型番登録の流れ

③申請受付

⑤登録完了

⑥指定メーカーコード・対象製品型番
登録連絡⑦指定メーカー・対象製品型番公表

事務局 メーカー

※事務局ホームページより各申請書類を
ダウンロードしてください。

・指定メーカー登録申請書
・対象製品型番登録リスト

②申請書作成・送付
（指定メーカー・対象製品型番登録）

④審査

※提出書類に不備があった場合は、
事務局よりご連絡いたします。

※○○にて公開

※事務局ホームページにて公表

①申請書公開

■申請に関する提出書類一覧

≪郵送≫
1.指定メーカー登録申請書（出力）
2.会社案内
3.法人の場合は「登記事項証明書の写し」

※個人事業主の場合は「開業届の写し」
4.対象製品型番登録リスト（出力）
5.製品カタログまたは

WEBカタログの出力（型番ごとに必要）
6.レシートサンプル（型番ごとに必要）
7.精算レポートサンプル（型番ごとに必要）
8.対象製品証明書各社フォーマット

（レジ・導入型）

≪メールにて送付≫
※下記書類はメールでもお送りください。
1.指定メーカー登録申請書
4.対象製品型番登録リスト
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指定メーカー・対象製品型番登録を希望される場合、以下の注意事項にご留意の上、申請を行って下さい。

■申請書記入においての注意事項

「申請書」記入の際の注意事項

申請書は、電算処理を行いますので以下の記入ルールをよくご確認の上、資料を作成して下さい。
記入ルールに従っていない場合はエラーとなりますのでご注意下さい。

1. 項目は、原則すべて記入して下さい。
2. 数字はアラビア数字、英字は大文字のみで記入して下さい。

不要なスペースは記入しないで下さい。「－（ハイフン）」 「.（ドット）」等がある場合は
省略せず記入して下さい。

3. フォーマットの変更（列の削除や追加）は行わないで下さい。
また、行は空けずにつめて入力して下さい。

4. 環境依存文字（②、Ⅱ、㈱、㈲など）を使用しないで下さい。
関数（計算式）、参照・リンク（他ファイル、他シート）等は行わないで下さい。

5. 本事業の主旨をご理解頂ける場合は、押印の上、申請書の提出をお願い致します。

2.申請書記入においての注意事項
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3.指定メーカー登録申請書

■指定メーカー登録申請書（記入方法）

項目 注意事項

申請日 申請日を入力してください。

法人番号
13ケタの法人番号を入力してください。
（国税庁の法人番号公表サイトでご確認いただけます。http://www.houjin -bangou.nta.go.jp/ ）

申請者
・フリガナも必ずご入力ください。
・「印」 ※社判に相当する印を押印してください。

事業者所在地
・フリガナも必ずご入力ください。
・建物名も必ず入力してください。

担当者名 ・「所属」がない場合は未記入でも結構です。

担当者連絡先 ・「固定」または、「携帯」の電話番号を必ず入力してください。

1

2

3

4

5

6

A1

╙♫●ꜞⱨה ∏ ⇔≡ ↕™⁹
ה ╙ ∏ ⇔≡ ↕™⁹

₈ה ₉⅜⌂™ │ ≢╙ ≢∆⁹

₈ה ₉╕√│⁸₈ ₉─ ╩ ∏ ⇔≡ ↕™⁹

ה ╩ ⇔≡ ↕™⁹

─♃◔13ה ╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹
 ─ ◘▬♩≢↔ ™√∞↑╕∆⁹
⁷ http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/

╙♫●ꜞⱨה ∏ ⇔≡ ↕™⁹
₈ה ₉⁷⁷β ⌐ ∆╢ ╩ ⇔≡ ↕™⁹

E-mail

ᵒ
ⱷכ◌כ

⌐⅔↑╢

1. ⱷכ◌כ≤⇔≡ ⌂ ╡ ⌐ ⇔⁸ ╩ ⌂™╕∆⁹
2. ╩ ╘⁸ ╘⌐ ∂≡ ⌐ ⌂ ╩ ℮↓≤╩ ╘ ─ ╩
⁷ ⇔╕∆⁹
3. ⁸ ┘◦☻♥ⱶ─ ╩ ╘⁸♩ꜝⱩꜟ ─
⁷◘ⱳכ♩╩ ™╕∆⁹

 - - - -

ⱨꜞ●♫

  

ⱨꜞ●♫

─

ⱨꜞ●♫

─

ₔ -

ⱨꜞ●♫

ⱨꜞ●♫ ⱨꜞ●♫

β ─ ⌐↔ ↑╢ │ ⌐ ─ ⁸ ╩⅔ ™™√⇔╕∆⁹

ᵑ

ה☺꜠
ה

ⱷכ◌כ

201

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

http://www.houjin-bangou.nta.go.jp/


12

対象製品として登録して頂きたいものは以下の製品です。

１．出荷時点において、複数税率対応製品である製品

２．出荷時点においては、複数税率非対応製品であるものの出荷後にソフトウェア等の改修を
行うことにより複数税率に対応可能な製品

所得税法等の一部を改正する法律案の成立後に販売した製品について、製品出荷時には複数税率に
対応していない製品をメーカーまたは販売店等で改修することにより、複数税率に対応可能な製品。
※改修を行うことを前提に登録した対象製品について、指定メーカーにより改修対応が不能等の

判断がされた場合においては、速やかに事務局へ報告してください。

ただし、以下の内容にご留意ください。

①当該製品を型番登録する際には、必ず「改修の必要」欄について「あり」を選択してください。
②対象製品証明書については、複数税率対応したことを確認したうえで、対象製品証明書の発行を行って

ください。
③改修により複数税率対応する製品について、商品フォーマットの改修を行う場合は、商品マスタの設定の

費用は補助対象となります。

※ＯＥＭの製品については、ＯＥＭとして提供するメーカーにより型番登録および証明書の発行を
行ってください。

対象製品型番の登録をされない場合、補助金の交付対象となりません。
対象製品型番の登録申請期限は、2019年６月28日《消印有効》となっております。
受付から登録までは１ケ月程度時間を要しますので、予めご理解いただきますようお願いいたします。

≪免税事業者への対応について≫

免税事業者においても、事業者間取引において、課税事業者などから仕入税額控除に必要な区分記載請求書の
発行が求められる可能性があり、複数税率対応レジを導入するケースも想定されるため、補助金における支援
の対象とします。

ただし、免税事業者には消費税が課されないため、免税事業者が適切な区分記載請求書を発行できると判断
されるためには、以下の２つの事項に該当する機種（以下「免税事業者対応機種」）である必要があります。

ⅰ：消費税額に関する記載を行わない、あるいは消費税額として「０円」の印字ができること
ⅱ：（ⅰの「消費税額０円」という印字がされた場合において）税率毎の対価の合計額を表示できること

申請時点で、免税事業者対応機種である場合、対象製品型番登録リストに必ず○を記載してください。
免税事業者対応機種でない場合はその旨を表記してください。

≪適格請求書等保存方式（インボイス）への対応について≫

適格請求書等保存方式（インボイス）が導入される2023 年10月以降には、区分記載請求書での記載事項に加
え、①登録番号、②適用税率毎の消費税額が必要となります。一方、不特定多数の者に対して販売を行う
小売業等については簡易インボイスが適用され、「③適用税率及び②適用税率毎の消費税額」が「③適用税率
又は②適用税率毎の消費税額」と簡易な取扱が認められています。（したがって、最低限追加で記載すべき
事項は、①の登録番号のみとなります。）

今般の対象製品型番の登録にあたっては、インボイス制度導入後においても引き続き新たな設備投資等を行う
ことなく使用可能な機種については、その旨を明らかにし、これを公表することとしています。登録の際は、
当該機種については、「インボイス対応機種」として申請を行ってください。

4.対象製品型番登録リスト

■対象製品型番の登録について
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4.対象製品型番登録リスト

ⅰ）区分記載請求書保存方式に加え、免税事業者に対応した発行機能

■請求書発行者の氏名又は名称
■取引年月日
■取引の内容
■対価の額
■請求書受領者の氏名又は名称 （不特定多数を対象とする場合には省略可）
■軽減税率の対象製品である旨の表記
■税率ごとに合計した対価の額
■適用税率
※上記項目に加え、下部図の赤字記載の部分の対応が必要となります。

■免税事業者への対応について

請求書

○○年○○月○○日

経済商店

11月分 43,600円

牛肉2kg ※ 10,800円

割りばし4箱 11,000円
：

合計
43,600円

（10％対象 22,000円）
（ 8％対象 21,600円）

注）※印は軽減税率（8％）適用商品

（免税事業者向け）

販売価格は本体価格となります

消費税額が記載されてしまう場合には
「消費税０円」との表示が必要

≪注意事項≫

≪免税事業者への対応について≫

免税事業者においても、事業者間取引において、課税事業者などから仕入税額控除に必要な区分記載請求書の
発行が求められる可能性があり、複数税率対応レジを導入するケースも想定されるため、補助金における
支援の対象とします。

ただし、免税事業者には消費税が課されないため、免税事業者が適切な区分記載請求書を発行できると判断
されるためには、以下の２つの事項に該当する機種（以下「免税事業者対応機種」）である必要があります。

ⅰ：消費税額に関する記載を行わない、あるいは消費税額として「０円」の印字ができること
ⅱ：（ⅰの「消費税額０円」という印字がされた場合において）税率毎の対価の合計額を表示できること

申請時点で、免税事業者対応機種である場合、登録リストに必ず○を記載してください。免税事業者対応機種
でない場合はその旨を表記してください。
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4.対象製品型番登録リスト

■適格請求書等保存方式（インボイス）対応について

○○年○月○日

○○○○御中

11月分 40,000円（本体）

牛肉2kg ※ 10,000円

割りばし4箱 10,000円
：

合計 40,000円
消費税 3,600円

（10％対象 20,000円
消費税 2,000円）

（ 8％対象 20,000円
消費税 1,600円）

□□□(株)
登録番号 △△△△△△

請求書（インボイス）

ⅰ）区分記載請求書保存方式に加え、2023年10月以降の適格請求書等保存方式（インボイス）に対応した
発行機能

■請求書発行者の氏名又は名称
■取引年月日
■取引の内容
■対価の額
■請求書受領者の氏名又は名称（不特定多数を対象とする場合には省略可）
■軽減税率の対象製品である旨の表記
■税率ごとに合計した対価の額
■適用税率
■税率ごとの消費税額（不特定多数を対象とする場合には省略可）
■発行事業者の登録番号

≪注意事項≫

≪適格請求書等保存方式（インボイス）への対応について≫

適格請求書等保存方式（インボイス）が導入される2023 年10月以降には、区分記載請求書での記載事項に加
え、①登録番号、②適用税率毎の消費税額が必要となります。一方、不特定多数の者に対して販売を行う
小売業等については簡易インボイスが適用され、「③適用税率及び②適用税率毎の消費税額」が「③適用税率
又は②適用税率毎の消費税額」と簡易な取扱が認められています。（したがって、最低限追加で記載すべき
事項は、①の登録番号のみとなります。）

今般の対象機種の登録にあたっては、インボイス制度導入後においても引き続き新たな設備投資等を行うこと
なく使用可能な機種については、その旨を明らかにし、これを公表することとしています。登録の際は、当該
機種については、「インボイス対応機種」として申請を行ってください。

≪簡易インボイスについて≫

不特定多数の者に対して販売を行う小売業等については
簡易インボイスが適用され、以下の2項目が請求書より
省略可となります。

・請求書受領者の氏名又は名称
・税率ごとの消費税額
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4.対象製品型番登録リスト

≪注意事項≫

型番登録に関して

■本事業の対象製品として、その機能を型番と必要書類と共に事務局へ申請し、審査の上、承認された
ものが対象製品として登録されます。

■対象製品型番登録の際は、必要書類を各指定メーカーで取り纏め、登録申請して下さい。申請に必要な
所定の様式は事務局のホームページからダウンロードし、ご入力下さい。その他、各社で用意する資料と
合わせて間違いの無いよう作成して下さい。

■登録する型番は、原則として機器の型番でお願い致します。
シリーズなどでいくつかのタイプの機器型番が一括りになっている場合などは、例えば、機器の型番に
枝番などをつけて申請するようにしてください。

例）（シリーズ名）KGZ-0001 ⇒ KGZ-0001 -1、KGZ-0001 -2 など

■登録された対象製品は事務局のホームページにて公表致します。このホームページ等で中小企業者は
対象製品の確認を行うことが出来ます。

■指定メーカー登録申請書・対象製品型番登録リストは、郵送に加えてメールでの
送付をお願いします。宛先は、P.17・18 の提出先をご確認下さい。
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４.対象製品型番登録リスト

項目 注意事項
事務局ホームページでの

公開について

記入日 記入日を入力してください。 非公開

指定メーカーコード
指定メーカー登録後に型番登録を追加申請する場合は、事務局から付与する指定メーカー
コードを入力して下さい。初回登録時は記入不要です。

非公開

指定メーカー名 指定メーカー名を入力してください。 公開

製品名 製品名を入力してください。（型番でも可） 公開

対象製品型番 「－（ハイフン）」「.（ドット）」を含めて入力、半角英数は大文字半角で入力してください。 公開

想定する売価（消費税抜） 想定される売価を入力してください。 非公開

改修の必要 複数税率に対応するため、改修の必要があれば「あり」なければ「なし」を選択してください。 公開

改修の方法
改修の必要「あり」を選択した場合、「システムエンジニアによる改修」「販売されたソフト
ウェアによるプログラム改修」「その他」の中から該当する方法を選択してください。

非公開

その他の場合の具体的な改修方法 改修の方法で「その他」を選択した場合、具体的な改修方法を入力してください。 非公開

付属機器 対象製品に付属しているものに「レ」を入力、付属していなければ「なし」を入力してください。 非公開

備考 備考があれば入力してください。 非公開

免税事業者対応機種 免税事業者に対応する機種の場合は、「○」を選択してください。 公開

インボイス対応機種

適格請求書等保存方式（インボイス）に対応している機種、または“７”で改修「あり」を選択し
た場合、その改修にインボイス対応への改修も含む場合は「○」を選択してください。※この場
合のインボイス対応とは、最低限「登録番号（最大16桁の範囲で数字、あるいは英字の組み合わ
せになる予定）」を表示できることです。

公開

複数枚になる場合 １枚で足りない場合入力してください。 非公開

1

2

3

4

5

6

7

8

■対象製品型番登録リスト様式（記入方法）

1

4 5 6 9

2

■「対象製品型番登録リスト」記入の際の注意事項

対象製品型番登録リストは、電算処理を行いますので注意事項をよくご確認の上、資料を作成して下さい。条件に従っていない場合はエラーと
なりますのでご注意下さい。「対象製品型番登録リスト」はエクセルへ入力を頂いたものをメールにて送付願います。

1.   項目は、原則すべて入力して下さい。
2.   指定メーカーコードとは、指定メーカー登録後に事務局から付与する管理番号です。

製品型番登録を追加した場合は、指定メーカーコードを入力して申請してください。
3. 製品名は、30文字以内で入力して下さい。

対象製品型番の文字数は最大半角20文字以内（ 「－（ハイフン）」「.（ドット）」等含む）で入力して下さい。
4. 数字はアラビア数字、英字は大文字のみで入力して下さい。入力する際には半角でお願いします。不要なスペースは空けないで下さい。
5. 環境依存文字（②、Ⅱ、㈱、㈲など）を使用しないで下さい。

関数（計算式）、参照・リンク（他ファイル、他シート）等は行わないで下さい。
6. 製品名は省略せずに正しい名称で入力下さい。
7. 型番の記入において「－（ハイフン）」等が入る場合省略せずに入力して下さい。
8. 想定する売価は、消費税抜の想定されている売価を入力して下さい。
9. レシート出力見本に関しては、申請当該機器において、「区分記載請求書等保存方式に対応した請求書等の発行機能」を用いて出力したもの

（サンプル見本でも可）を添付して下さい。どのレシートがどの製品による出力か解るようにして下さい。

■記入項目についての注意事項
1. 製品型番及びシリアル番号：ユニークな番号・英文字を記入または半角大文字で入力して下さい。

「－（ハイフン）」等が入る場合省略せずに記入または入力して下さい。
2. 金額：アラビア数字で記入または半角で入力をして下さい。
3. 想定する売価：税抜金額で記載して下さい。

■追加型番登録の際の注意事項
1. 対象製品型番登録を追加で行う場合は、事務局までご連絡ください。変更及び修正方法に関する案内をさせていただきます。

右記アドレスまで追加及び変更がある旨をご連絡ください。メールアドレス：regi@kzt -hojo.jp

3

7

9

8

10 11

10

11

14

12

12 13

13

14
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5.提出書類の送付について

≪郵送≫

※以下の書類はメールでも

送ってください。

①指定メーカー登録申請書

④対象製品型番登録リスト

̂ϼ ᾯ ͛ ̓

⑦ ⑥ ⑤ ④ ③ ②

※以下の①②③④⑤⑥⑦の順番でまとめて「１セット」としてクリップやクリアファイルでまとめて提出してください。

①

≪メール≫

① 指定メーカー登録申請書 指定のフォーマットにて提出（要電子メール送信）

② 会社案内 自社作成

③
法人の場合は「登記事項証明書の写し」
※個人事業主の場合は「開業届の写し」

-

④ 対象製品型番登録リスト 指定のフォーマットにて提出（要電子メール送信）

⑤ 製品カタログまたはWEBカタログの出力
自社作成
（製品がわかるようにマーカーや付箋で示してください）

⑥ レシートサンプル・精算レポートサンプル 専用の台紙に貼り付けて提出

⑦
対象製品証明書各社フォーマット
（レジ・導入型）

事務局が例示した対象製品証明書サンプルを参考に作成してください

≪郵送に関する際の注意≫
事務局指定の専用台紙に貼って提出してください。

レシートサンプル・精算レポートサンプル貼付用台紙右上に
対象製品型番登録リスト内の左端にある「登録番号」を必ず記入してください。

⑥レシートサンプル・精算レポートサンプルについて
≪作成上の注意≫

【メール送信先】
regi@kzt -hojo.jp

【郵送での送付先】
〒104 -8689
晴海郵便局 京橋分室留
軽減税率対策補助金事務局 レジ・導入型 宛
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○郵送物提出先

〒104-8689

晴海郵便局 京橋分室留

軽減税率対策補助金事務局 レジ・導入型 宛

※提出時は郵便での提出をお願いいたします。

※局留のため、宅配便等では受け付けることができません。

※郵送の際には特定記録等の追跡が可能な形態での送付を推奨しております。

※指定メーカー登録申請書、対象製品型番登録リストは、

郵送及びメールの両方で提出をお願いします。

○メール提出先

[アドレス] regi@kzt-hojo.jp

※メールで送付される際は、メールの件名を

「軽減税率対策補助金対象製品型番登録/ ○○○○株式会社」として下さい。

< 軽減税率対策補助金事務局コールセンター> 受付時間：平日9時～17時

0570-053-555 (IP 電話等からの問い合わせ先：03-6627 -1316 ）

※通話料がかかります。
※指定メーカー・対象製品型番登録に関するお問い合わせを受け付けております。

6.登録申請期限・提出先・問い合わせ先

■登録申請期限

■提出先

■問い合わせ先

登録申請期限：2019 年6月28日《消印有効》

受付から登録までは１ケ月程度時間を要しますので、

予めご理解いただきますようお願いいたします。



Ⅲ章 対象製品証明書
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対象製品証明書に関して

■対象製品証明書は、指定メーカーにより、当該製品が本補助金制度の対象であること証するものであり、
本補助金制度の審査において重要な書類となります。

■対象製品を出荷するにあたり、対象製品型番、シリアル番号等を記載した「対象製品証明書」を発行、

同梱して下さい。

■すでに出荷されている製品に関しては、販売店・申請者等からの連絡に基づき、対象製品である旨を

確認した後、「対象製品証明書」を発行し、販売店・申請者に対して送付して下さい。

■出荷時点においては、複数税率非対応製品であるものの出荷後に改修を行うことにより、複数税率に

対応可能となる製品は、改修後に「対象製品証明書」を発行してください。

※この場合は「機器の導入に要する経費」と「改修にかかる費用」が補助の対象となります。（導入後改修）

■対象製品において個々の製品を識別するためのシリアル番号の付番をお願いします。
このシリアル番号は重複することのないユニークな番号であることが原則です。
（同一の型番は自社内において一つだけでお願いします。）ユニークな番号であれば保証書等に記載されて
いる製造番号であっても別途設定された通し番号等でも問題ありません。
実際の申請に際して、シリアル番号の重複が発生した場合、申請者への補助金の交付ができない場合が
ありますのでご注意下さい。

■次頁のとおり、指定メーカー名・製品名・製品型番・シリアル番号について印字して下さい。

■対象製品証明書が1つの申請で複数枚となる場合、通し番号を証明書にふって頂くよう申請者にご案内

下さい。

※対象製品証明書は、メーカーから発行された原本をもって使用できる証憑とさせて頂きます。

1.対象製品証明書 レジ・導入型

●改修証明書は、対象期間以前に対象製品を導入し、対象期間内に改修する場合に発行するものです。
＊この場合は「改修」作業に対する費用のみが補助対象となります。

※参考 A-2型「改修証明書」の発行例

出荷時 ソフトウェア等の
改修作業

対象製品証明書の発行不可 対象製品証明書の発行可

補助対象期間

複数税率非対応 複数税率対応

出荷時
ソフトウェアの

改修作業

補助対象期間

複数税率非対応 複数税率対応

改修証明書の発行可

導入

導入

（レジ改修型（A-2型）で発行するものになります。）

■対象製品証明書（メーカー発行）

2019.9.30

2019.9.30
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1.対象製品証明書 レジ・導入型

メーカー 販売店
申請者

（中小企業者）
事務局

対象製品
証明書発行

購入

納品

申請

証
明

書

証
明

書

証
明

書

封入・添付
証
明

書

審査

市中在庫の場合などは
メーカーへ対象製品

証明書発行依頼

■対象製品証明書（メーカー発行）フロー
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2.対象製品証明書 レジ・導入型（事務局作成例）

項目
番号

項目 注意事項

指定メーカー名 製品を製造される指定メーカー名を印字して下さい。

製品名
製品名があれば印字して下さい。

製品名がない場合、空欄でも結構です。

製品型番 対象製品型番登録リストで登録して頂いた本事業の対象型番で申請者が導入した製品型番を印字して下さい。

シリアル番号

対象製品において個々の製品を識別するためのシリアル番号の付番をお願いします。
※シリアル番号に関しては、ユニークな番号であれば保証書等に記載されている製造番号でも、別途設定

された通し番号でも問題ありません。

申請者記入欄
< 複数台のレジをまとめて申請する場合>

複数ある対象製品証明書に1から順に付番して下さい。（申請書を記入する際に必要になります。）

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

SAMPLE
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■中古機器の対象製品証明書（メーカー発行）フロー

登録中古販売事業者
申請者

（中小企業者）
事務局

メーカーへ対象製品
改修及び証明書発行依頼

■メーカーは、登録中古販売事業者から対象製品証明書の発行依頼があった場合、

改修要として事務局に登録済みの機器であることを確認のうえ、改修完了後に、

対象製品証明書を発行してください。

3.対象製品証明書（中古）レジ・導入型
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4.対象製品証明書（中古）レジ・導入型（事務局作成例）

項目
番号

項目 注意事項

指定メーカー名 製品を製造される指定メーカー名を印字して下さい。

製品名
製品名があれば印字して下さい。

製品名がない場合、空欄でも結構です。

製品型番 対象製品型番登録リストで登録して頂いた本事業の対象型番で申請者が導入した製品型番を印字して下さい。

シリアル番号

対象製品において個々の製品を識別するためのシリアル番号の付番をお願いします。
※シリアル番号に関しては、ユニークな番号であれば保証書等に記載されている製造番号でも、別途設定

された通し番号でも問題ありません。

登録中古販売
事業者番号

事務局に登録した際に付与された事業者番号を登録中古販売事業者が記入

登録中古販売
事業者名

事務局に登録した登録中古販売事業者名を登録中古販売事業者が記入

申請者記入欄
< 複数台のレジをまとめて申請する場合>

複数ある対象製品証明書に1から順に付番して下さい。（申請書を記入する際に必要になります。）

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

6

7


